
+ 
の  

し 

１.法人理念（社会福祉法人さきたま会） 

心豊かに 明るく すこやかに 

         子どもたちに寄り添う暮らしを 

２.基本理念 

（１）児童は人として尊ばれる 

（２）児童は社会の一員として重んぜられる 

（３）児童はよい環境の中で育てられる 

        （児童憲章の序文を礎として） 

 

３.運営方針 

（１）こどもの国学童保育室はもう一つの大きな家 

（２）放課後の子どもたちの安心安全なくつろげる居場所 

（３）保護者や地域と手を携える運営 

           （心・体・技・知・徳の成長） 

 

４.基本方針 

（１）友達と体を動かして元気に遊びましょう 

（２）明るく挨拶をしましょう 

（３）学年・学校をこえて友達になりましょう 

（４）安心安全な生活のルールを守りましょう 

（５）たくさん本を読みましょう 

☆ お問い合わせ ☆ 

こどもの国学童保育室「学遊館」 

                         TEL ０４８－４５２－８１３２ 

                         FAX ０４８－４３１－３８７２ 

                                担当  竹内 

 

 

こどもの国学童保育室「学遊館」 



（ 

５.施設概要 

（１）名称及び定員    こどもの国第一学童保育室   ３０名 

こどもの国第二学童保育室   ３０名 

（複合施設：児童センターこどもの国、こどもの国さくら草保育園） 

（２）愛  称    「学遊館(がくゆうかん)」 

（３）所在地     埼玉県戸田市本町１丁目１７番７号 

（４）構  造     鉄筋コンクリート造  ３階建て ３階部分 

（５）延床面積   第 1 学童保育室    ９１.１５㎡ 

          第 2 学童保育室    ８７.５３㎡ 

（６）閉室日    日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日~１月３日） 

            市長が特に必要と認めた日 

（７）対象校    戸田南小学校及び戸田第一小学校、もしくは戸田市に居住し  

          市外の小学校に通学する児童 

（８）対象学年   戸田南小学校及び戸田第一小学校に通学する児童３年生から６年生 

戸田市に居住し市外の小学校に通学する児童１年生から６年生 

（９）開室時間  学校授業日      放課後から午後７時まで 

         学校授業日以外の日  午前８時から午後７時まで    

（10）利用料   戸田市学童保育室条例に規定する保育料とする 

 
６.ご利用にあたって 
（１） 運営について 

こどもの国学童保育室「学遊館」（以下、「学遊館」）は、戸田市の公立学童保育室に準じて、 

社会福祉法人さきたま会が運営します。 

（２） 入室・帰宅について 

 ア 在学する小学校から自力で直接「学遊館」に通えることが原則となります。ただし、戸田第

一小学校に在籍する児童については、「学遊館」職員による徒歩でのお迎えを行いますので、

土曜日等１日保育日を除き、児童のみで入室することはありません。 

 イ 戸田南小学校、国立及び私立小学校に在籍する児童については、下校から「学遊館」までの

間の安全確保は保護者の責任となります。 

 ウ 入室後、時間の途中での退室は原則として認めません。 

 エ 帰宅は、登録した方による「お迎え」を原則とします。 

（３） 欠席について 

   欠席の連絡は、電話またはメール、事前にわかる場合は連絡帳等で連絡してください。 

（４） 開室・閉室について 

 ア 戸田第一小学校及び戸田南小学校の行事（短縮日課、振替休業日、学校行事等）に合わせて

開室します。 

 イ 市内全域の小学校が臨時休業（台風や災害等）の場合は、原則として閉室とします。 

 ウ 児童が感染したり、感染症等による学級閉鎖の場合は、入室することはできません。 

（５） その他 

 ア 公立の学童保育室との併願はできません。 

 イ 保育料の徴収は２か月に一度、２８日に指定の口座より振替を行います。 
 


